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幼稚園・保育園等を利用する保護者へのアンケートについて 

 

こども基本法（令和４年法律第７７号）が制定され、「こども施策を策定・実施・評価するにあたり、施

策の対象となる子どもや子育て当事者等の意見を幅広く聴取して反映させるために必要な措置を講

ずる」ことを定めています。 

「（仮称）羽村市こども計画」の策定に向けて、令和 5 年 11 月に子ども・若者の意見聴取を実施しま

したが、今回は幼稚園・保育園等に在籍する子育て当事者への意見聴取を実施します。 

 

主に結婚、出産、子育てに関する実態を把握し、「（仮称）羽村市こども計画」策定の参考とすること

で、実態に沿った、効果的な子育て施策を展開する。 

 

令和６年１月２９日（月）～２月２６日（月） 

 

羽村市内の幼稚園・保育園等を利用する保護者 

 

Logo フォームによる Web アンケート 

【フォームのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　幼稚園・保育園等を通じたおたより、チラシ等での周知 

 

主に、結婚、出産、子育てに関する実態を把握するための項目。 

詳細は「資料２－２」参照。 

 

子育て支援課保育・幼稚園係で集計し、各園を通じて保護者へ共有
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